
 

「水の週間」街頭広報活動について

 「水の日」（８月１日）及び「水の週間」（８月１日～７日）は、水の貴重さや水資源開発の重要性等に関
する国民の関心を高め、理解を深めるために昭和52年５月31日の閣議了解で決定されました。 
 那賀川水系では、毎年のように渇水に見舞われており、県民に対して広く水の大切さを啓発する街頭広報を
行います。 
 
主 催：「水の週間in那賀川」実行委員会 
事務局：国土交通省那賀川河川事務所 
    徳島県県土整備部河川総合調整チーム 
 
活動内容： 
 「水の日（８月１日）」及び「水の週間」（８月１日～７日）の行事の一環として水の大切さを啓発するた
めの街頭広報を7/24～26の「阿南の夏まつり」に合わせて実施。 
 
 1)街頭パレードに参加 
   「水の週間」横断幕を掲げ、チラシ（那賀川の渇水）を配りながら 
  パレード。 
 【日時】平成１５年７月２４日（木）午前１０時～１１時３０分 
 
 2)「阿南の夏まつり」街角キャンペーン 
  ・「那賀川の渇水の状況チラシ」、「水の大切さ」を啓発するチラシ 
   やグッズの配布。 
  ・「水」、「那賀川」に関するクイズ 
   クイズの景品に流域の特産品等 
 【日時】平成１５年７月２４日、２５日午後７時から９時 
 【場所】富岡商店街歩行者天国において店舗を借用 
 
 3)水に関する啓発映画「明日をつくった男」～田辺朔郎と琵琶湖疏水～ 
  放映 パンフレットへ 
 【場所】阿南ひまわり会館 ふれあいホール（入場無料） 
 【日時】７月25日(金)放映は午後５時３０分～午後７時（約1時間半） 
 
  ・「水の週間in那賀川」実行委員会 
    国土交通省那賀川河川事務所 
    農林水産省那賀川農地防災事業建設所 
    徳島県（河川総合調整チーム、生活衛生課、農地整備課、 
        企業局経営企画チーム、企業局総合管理事務所、 
        阿南土木事務所、相生土木事務所） 
    流域市町村（阿南市、羽ノ浦町、那賀川町、鷲敷町、相生町、 
          上那賀町、木頭村、木沢村） 
    阿南商工会議所  
    富岡商店街協同組合 
 
「水の日」及び「水の週間」とは？ 
 
 水資源の有限性、水の貴重さ及び水資源開発の重要性について国民の関心を高め、理解を深めるため、昭和
５２年５月３１日閣議了解により「水の日」を設けました。 
 「水の日」は毎年８月１日とし、この日を初日とする一週間を「水の週間」として、この週間において、ポ
スターの掲示、講演会の開催等の行事を全国的に実施するものとします。 
 上記の行事は、地方公共団体その他関係団体の緊密な協力を得て行うものとします。 
 
「水の日」及び「水の週間」制定の理由 
 
 わが国の水需要は、生活水準の向上、経済の進展等に伴って近年著しく増大してきましたが、一方、水資源
の開発は次第に困難になっており、渇水時には水不足が生じることが予想される状況になっています。 
 このような状況にかんがみ、毎年８月１日を「水の日」とし、この日を初日とする一週間を「水の週間」と
して、この週間において、水資源の有限性、水の貴重さ及び水資源開発の重要性に対する関心を高め、理解を
深めるための諸行事を行うことによってわが国の水問題の解決を図り、国民経済の成長と国民生活の向上に寄
与することとしたいと考えています。 
 
 なお、諸行事を行うためには、年間を通じて水の使用量が多く、水について関心が高まっている８月上旬が
適当であるので、その初日、すなわち８月１日を「水の日」とし、この日を初日とする一週間を「水の週間」
としました。



平成 １5年 7 月 18日 
国土交通省 四国地方整備局 
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